
 

第２８号 

『スエルテニュース』 

 

 庭や室内で植物を育てることは、楽しいだけでなく、健康にも役立っています。目で見て、な

ごめる効果（視環境）をもたらすだけでなく「科学的環境」にも好影響を与えています。 
 「酸素を作り出す」「化学物質を放出してカビやバクテリアの繁殖を抑える」「有害物質を含ん

だ空気を気孔から取り入れ根に運び、根の周囲の微生物が有害物質を吸収分解する」「水分を蒸散

して室内の湿度を調整する」など私たちの生活環境に多大な恵みを与えてくれます。 
 植物から出される水蒸気は純粋な「蒸留水」です。デリケートな機器を置いている室内の加湿

には、植物の利用が最上と考えられてもいます。 
 心理的・生理的な面でも「眺めると、緊張感をほぐす働きのあるアルファア波の活動を高める」

「見ると血圧が下がり心拍数が減少する」「室内にグリーンを置くと疲労が軽減され、ストレスも

軽くなる」なとプラスの作用が多く見られます。 
 植物は光合成により酸素を私たちに届けてくれます。まず、植物の根が水や養分を吸い上げ茎

や葉に送ります。葉には、水の通り道の葉脈や気体の出入り口の気孔があり、蒸散作用によって

水蒸気を外に出します。葉の中にある葉緑体は、気孔から取り入れた空気中の二酸化炭素と根か

ら吸い上げられた水と光のエネルギーで光合成を行い、でんぷんを作ります。この時できた酸素

は、気孔から放出され、動植物の呼吸に役立っているのです。 
 最後に、空気中の汚染物質（ホルムアルデヒド･ベンゼン・エチレンなど）をきれいにする植物

を紹介します。 
 キビ類・サンセベリア・ヘデラ・ガーベラ・ポットマム・スパティフィラム・テーブルヤシ・

ドラセナ類・ポトス・菊・アロエ・ツツジなどです。参考にして下さい。（REINS CLUBより） 

平成１９年３月３１日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラッ

ト３５の物件検査を全部省略（又は一部省略）することができます。 
経過措置とは 
  フラット３５をご利用いただくためには、建設又は購入する住宅が公庫の定める 
 フラット３５の技術基準に適合しているかについて、物件検査を受けていただく必 
要があります（適合している場合は「適合証明書」が交付されます）。 
 但し、公庫融資の手続き（申込みや設計審査の申請など、公庫融資の種別によって 
必要な手続きは異なります）が行われている住宅の場合は、適合証明書の代わりに 
検査機関又は公共団体などが、交付した公庫竣工時現場審査合格書（写）などを金融 
機関にご提出いただくことにより、物件検査を省略できる場合があります。 
これを「経過措置」と言います。 

フラット３５は、民間金融機関が、住宅金融公庫と 
提携して実現した“長期固定金利”の住宅ローンです 

平成１７年１月４日以降に申し込みについては・・・ 
新築後１０年以内の要件は、撤廃されました。 

   平成６年３月以前に新築された住宅も対象となります。 
   但し、建築確認日が昭和５６年５月３１日（建築確認日が確認できない場合に 

あっては、新築年月日〔表示登記における新築時期〕が昭和５８年３月３１日） 
以前の場合については、公庫の定める耐震評価基準等に適合していることが必要 
です。 

住宅金融公庫より

 去る３月２０日、福岡県西方沖地震が発生しました。福岡にもスエルテの加盟店様が 
いらっしゃいますが、被災状況のご報告によりますと、 

『スエルテ』２０数棟には、全く被害がなかったそうです！！ 
「スーパー耐震工法」の素晴らしさが、あらためて立証されました。 


